定員変更（定員減）に必要な書類一覧（介護福祉士実務者学校）

１　介護福祉士実務者学校変更承認申請書
（１）「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
（２）「授業開始予定年月日」欄には定員変更を予定している年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書（別紙１）
（１）変更時期を明記すること。
（２）変更理由は具体的に記載すること。

３　変更条文の新旧対照表（該当部分のみ）

４　新旧学則
※　資格取得に必要な修業教科目及び単位数並びに履修方法に関する事項が学則の他に定められている場合は、その内容が確認できる規程等についても新旧規程を添付すること。

５　変更科目の授業概要（別紙２）
変更のあった科目についてのみ作成すること。

６　校舎の各室の用途及び面積、建物の配置図及び平面図
※　平面図には、当該学校において使用する教室（講義室、演習室、実験室及び実習室等）、事務室、研究室、図書室及び保健室をマーカー等で明示すること。

７　理事会議事録（定員の変更について議決している旨を記載したもの）

８　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
※　当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。


（別紙１）




変　更　理　由　書


１．変更の内容（入学定員の減）
現行の○○人から△△人に減じたい。

２．変更時期
○○年○○月○○日

３．変更理由
○○等の理由により………

（別紙２）

　　　　　　授　業　概　要　（様式例）

	 授業のタイトル（科目名）

	 授業の種類

（ 講義 ・ 演習 ・ 実習 ）
	 授業担当者

	 授業の回数
	 時間数
	 時期
	 

	[授業の目的・ねらい]

[授業全体の内容の概要]

[授業修了時の達成課題（到達目標）]


	[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]                                 

コマ数
 １
 ２
 ３
 ４
 ５
 ６
 ７
 ８
 ９
 10
 11
 12
 13
 14
 15

	[使用テキスト・参考文献]
	[単位認定の方法及び基準]
　（試験やレポートの評価基準など）



校舎の各室の用途変更及び面積等の変更申請に必要な書類一覧
（通信課程における面接会場等を変更する場合も含む）


１　介護福祉士実務者学校変更承認申請書
（１）「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
（２）「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
（１）変更時期を明記すること。
（２）変更理由は具体的に記載すること。
（３）変更前と変更後の比較表（変更のない教室等についても含む。）を添付すること。（別紙３）

３　現在の配置図及び平面図又は設計図
※　変更予定の教室等について、マーカーで色を付ける等の方法により明示すること。

４　変更後の配置図及び平面図又は設計図
（１）全体図　…　学校の全体図（敷地の平面図）
（２）各階図　…　フロアごと（平面図）
・設計図からの引用が望ましいこと。
・変更のあった部屋について、マーカーで色を付ける等の方法により明示すること。
（３）詳細図　…　変更のあった部屋ごとにＡ４サイズで作成すること。
ア　介護実習室
・和室を含む
・ギャッチベッド、収納棚等の備品の配置
・水道、流し台等の位置
イ　入浴実習室
・家庭浴槽、シャワー、収納棚等の位置
・水道、排水溝の位置
・家庭浴槽については、立体的に様子の分かる図を作成すること。
ウ　家政実習室（調理・被服が別の場合は、それぞれに作成すること）
・調理台、作業台、椅子の備品の位置
・ガス、水道、コンセントの位置
エ　普通教室
・机、椅子、視聴覚機器、黒板等の位置

オ　図書室
・閲覧席（座席数も明記）
・机、椅子、視聴覚機器、黒板等の位置

５　土地（新たに土地を取得して設置する場合のみ）
※　登記簿謄本（寄付を受ける場合にあっては寄付予定地のもの）、寄付確約書及び買収又は賃貸の場合は契約書）
 (
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は２１時まで請求可能です。
詳細については法務局のホームページをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
)




６　建物（既存の教室の追加及び内装の変更に留まる場合は差し支えない。）
※　登記簿謄本（寄付を受ける場合にあっては寄付予定地のもの）、寄付確約書及び買収又は賃貸の場合は契約書）
 (
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は２１時まで請求可能です。
詳細については法務局のホームページをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
)




７　資金計画（新たに土地、建物を取得、又は増改築等により設置する場合のみ）
（１）自己資金
（２）借入金
（３）寄付金

８　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
※　当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。

【その他の留意事項】
　１　申請済の建物について増改築を行うことなく引き続き使用する場合は、上記５～７は不要であること。

（別紙３）
施設設備の新旧対照表

	変更後
	現行

	教室等の名称
	面積
	備考
	教室等の名称
	面積
	備考

	普通教室Ａ
	66.0㎡
	
	普通教室Ａ
	66.0㎡
	

	普通教室Ｂ
	66.0㎡
	
	普通教室Ｂ
	66.0㎡
	

	大教室
	198.0㎡
	追加
	
	
	

	介護実習室
	88.0㎡
	
	介護実習室
	88.0㎡
	

	入浴実習室
	66.0㎡
	
	入浴実習室
	66.0㎡
	

	家政実習室
	66.0㎡
	
	家政実習室
	66.0㎡
	


※変更が生じた箇所に下線を引くこと。
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